


はしがき

本書は、筆者の40年を超える入札談合および入札契約、入札改革に
関する研究の成果の集大成である。

筆者が「入札談合」と最初に出合ったのは、わが国初の建設談合であ
る「熊本県道路舗装協会事件」（昭54勧２）に公正取引委員会の課徴金
算定の責任者（考査室長）として携わった1979年である。その後、全
国規模の入札談合事件である「石川島播磨重工業株式会社ほか水門等工
事業者36名事件」（昭54勧４）の審査にも携わり、これら事件を通して、
入札談合は、単なる価格カルテルに止まらず、国民が納めた税金の無駄
使い、役人の天下り、政官業の癒着など、わが国の社会経済システムと
深く関わる奥深い存在であることを「認識」した。
1982年、公正取引委員会がわが国初のゼネコン（総合建設業）談合

事件である「社団法人静岡建設業協会事件」（昭57勧12）など３件（い
わゆる「静岡事件」）を摘発した。これにゼネコン業界が強く反発した
ことから、上司の指示で、筆者がゼネコン業界に独占禁止法を説明する
役割を担うことになった。同業界の理論派と思しき方々と激しい議論を
重ねる中で、上記「認識」は「確信」に変わった。

1996年、筆者は、桐蔭横浜大学法学部教授として研究生活に入り、
研究の対象をこれまでの経験を活かして「入札談合」にすることを決意
した。研究の成果は、『入札談合の研究』（信山社、2001年）、『入札談
合の研究 第二版』（同、2004年）として世に送り出した。
『入札談合の研究』では、法的措置の対象になった入札談合の全てを
分析してその実像を明らかにするとともに、全国741の地方自治体を対
象に入札談合防止対策を調査した結果等を踏まえ、あるべき入札談合防
止対策を提案した。本書は大きな反響を呼び、読者などの推薦により、
長野県、神奈川県横須賀市、同横浜市、東京都立川市、三重県松阪市、
神奈川県相模原市、農林水産省林野庁、同植物防疫所、同動物検疫所、
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独立行政法人水産総合研究センター（当時）、防衛省北関東防衛局の入
札監視委員会など第三者機関に参画する機会が与えられた。筆者にとっ
て、これら第三者機関は、大学における「入札改革」に関する研究成果
を実践する場であり、そして、ここで得られた成果を研究にフィード
バックさせることができる、極めて有意義な場であった。
さらに、筆者が提案し、明石市・松阪市・立川市の協力により開催さ
れた「入札改革フォーラム」では、多くの自治体が入札改革の「成果」
を発表した。フィールドワークを旨とする筆者は、発表した自治体に直
接赴いて、その「成果」がどのように生み出されたのかを調査し、その
結果を『談合を防止する自治体の入札改革』（学陽書房、2008年）、『公
共入札・契約手続の実務』（同、2013年）で紹介した。
本書は、これら著書で紹介したもののうち今でも参考になると思われ
る事項・事例について、若干の修正を加えて紹介するとともに、新たに
立川市の事例などを書き加えたものである。

本書の第１章「入札・契約制度の課題」では、入札制度や入札改革に
関わる29課題について筆者の見解を詳しく述べ、第２章「入札改革の
成功例と課題の検証」では、筆者が提案し又は現地に直接赴いて確認し
た入札改革の成功例（16事例）のほか、課題が残る事例（４事例）も
紹介した。中でも「変動型最低制限価格制度」は、筆者が発案し、当初
長野県で試みたがあまり機能せず、横須賀市において改良を加えてかな
り機能するようになり、さらに改良を加えた立川市において全面展開の
域に達した仕組みである。予定価格を基準とした最低制限価格制度の下
では、予定価格を秘密情報にせざるを得ず、それゆえ、これを漏洩した
として官製談合防止法違反に問われるケースが全国で多発している。し
かし、「変動型最低制限価格制度」を採用すれば、予定価格を秘密情報
にする必要はなく、官製談合防止法８条違反を完璧に排除することが可
能である。この優れた仕組みが多くの発注機関で導入されることを切望
している。
また、入札改革をめぐるトピックスを「コラム」として紹介した。
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本書は、国・地方自治体等発注機関の入札・契約担当者や入札監視委
員会の委員の方々にとって大いに参考になるものと確信している。

本書は、18年の長きにわたり入札等監視委員会の委員長を仰せつかっ
た立川市の協力がなければ編纂できなかったと思われる。とりわけ、同
市の杉山契約課長と岡本品質管理課長には、資料提供のほか、原稿の
チェックなどで大変お世話になった。
また、本書の刊行に当たっては学陽書房編集部の川原正信氏に大変お

世話になった。
さらに、原稿の読み合わせ作業は、友人の江藤明子さんと井上幸子さ

んに大変お世話になった。
これら関係者のみなさまに、心からお礼申し上げる。

令和４年３月

鈴木　満
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27 官製談合防止法の罰則規定（８条）
の適用状況はどうか27

1 発注機関職員に対する刑事罰の適用
前項で述べた官製談合防止法改正８条は、官製談合の防止・排除の徹
底を図るため、入札等の公正を害すべき行為、例えば、予定価格等の秘
密情報を漏洩する等の行為を行った職員の職務違

い
背
はい
性や非

ひ
異
い
性に着目し

て刑罰を科すものであり、独占禁止法違反行為の存在を前提としていな
いことに留意する必要がある。なお同条８条の罰則適用に当たっては、
公正取引委員会は全く関与せず、警察・検察といった捜査機関が独自に
捜査を行うことになっている。

2 公正取引委員会が把握している８条違反事例
公正取引委員会が発注機関の職員向けに作成した研修テキスト「入札
談合の防止に向けて―独占禁止法と入札談合等関与行為防止法」（公
正取引委員会のホームページで閲覧可能）において紹介されている、官
製談合防止法８条（罰則）の適用事例のうち、平成28年以降の主な違
反事例を紹介する（下線部分が違反該当行為）。

事例１　岡山県О市のケース（平成28年）
О市の職員は、同市が発注した市立学校の施設修繕事案９件の見積合

わせによる随意契約に関し、特定の業者に許容価格（予定価格）に近い
価格を漏洩したとして、８条違反に問われ、懲役１年２月（執行猶予３
年）の判決を受けた。
事例２　福岡県Ｙ市のケース（平成28年）
Ｙ市の職員は、同市が発注した市道の測量設計業務の見積合わせによ

る随意契約に関し、特定の会社に契約可能な金額を漏洩したとして、８
条違反に問われ、罰金80万円の判決を受けた。
事例３　千葉県Ｃ市のケース（平成28年）
Ｃ市の職員は、同市が発注した下水道関連設備の設計業務委託の制限
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付一般競争入札において、特定の会社に予定価格を漏洩したとして、８
条違反に問われ、懲役１年６月（執行猶予４年）の判決を受けた。
事例４　福岡県Ｋ町のケース（平成28年）
Ｋ町の町長は、同町が発注した町営住宅改修設計に関する指名競争入

札において、落札する意思を持たないと見込まれる事業者を入札に参加
させ、見返りに現金800万円を受け取るなどをしたとして、８条違反お
よび加重収賄罪に問われ、懲役３年６月（実刑）、追徴金300万円の判
決を受けた。
事例５　静岡県Ｓ市のケース（平成29年）
Ｓ市の職員は、同市が発注した下水道管路築造工事の指名競争入札に

おいて、特定の会社に予定価格を漏洩したとして、８条違反に問われ、
懲役１年６月（執行猶予３年）の判決を受けた。
事例６　北海道Ｓ市のケース（平成29年）
Ｓ市の職員は、同市が発注した市営野球場の営繕工事の指名競争入札

において、特定の会社に予定価格の基礎となる設計金額を漏洩したほか、
受注する意欲のない業者を指名業者に選定するなどをしたとして、８条
違反に問われ、懲役１年（執行猶予３年）の判決を受けた。
事例７　北海道М町立病院のケース（平成29年）
М町の町立病院の職員は、同病院が発注した磁気共鳴画像装置（MRI） 
納入の指名競争入札において、特定の会社に予定価格を下回る仕切り価
格を伝える一方で、他の会社には予定価格を上回る仕切り価格を伝える
などして特定の会社に落札させたとして、８条違反に問われ、懲役１年
（執行猶予３年）の判決を受けた。
事例８　Ｋ省Ｃ地方整備局のケース（平成29年）
Ｋ省Ｃ地方整備局の職員は、同局三重河川国道事務所が発注した架橋

工事の一般競争入札において、特定の会社に予定価格を漏洩し、見返り
に合計で約32万円相当の飲食接待を受け800万円を受け取るなどしたと
して、８条違反および加重収賄罪に問われ、懲役２年（執行猶予３年）、
追徴金200万円の判決を受けた。

第１章　入札・契約制度の課題
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